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ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
に
協
議
し
て
お
き
た
い

金
型
等
に
関
す
る
契
約
条
項・

管
理
体
制
構
築
の
留
意
点

第３章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
金
型
等
の
代
金
の
支
払
方
法
、所
有
権

の
帰
属・
移
転
時
期
、保
管
費
用
の
負

担
、保
管
期
間
終
了
後
の
処
理
等
に
つ
い

て
、発
注
者
と
受
注
者
間
で
協
議
の
う

え
で
、書
面
に
て
取
り
決
め
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

●
発
注
者
と
し
て
は
、自
ら
金
型
等
の
管

理
台
帳
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、契
約

書
に
お
い
て
、受
注
者
に
対
し
て
、保
管

台
帳
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
を
義
務
づ
け

る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
。

●
型
管
理
に
係
る
社
内
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策

定
し
、社
内
に
お
け
る
教
育・研
修
を
通

じ
た
周
知
活
動
を
通
じ
て
、当
該
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
従
っ
た
運
用
を
継
続
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

契
約
条
項

金
型
等
の
取
引
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の

多
く
は
、「
合
意
の
曖
昧
さ
」か
ら
生
じ
て

い
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
金
型
等

の
代
金
の
支
払
方
法
、
所
有
権
の
帰
属
・

移
転
時
期
、
保
管
費
用
の
負
担
、
保
管
期

間
終
了
後
の
処
理
、
図
面
や
加
工
デ
ー
タ

等
の
知
的
財
産
権
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
権
利
関

係
等
に
つ
い
て
、
口
頭
や
慣
行
ベ
ー
ス
で

処
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
結
果
と
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
っ
て
い

る
。金

型
等
の
取
引
に
お
け
る
契
約
交
渉
に

お
い
て
、
発
注
者（
委
託
事
業
者
）と
受
注

者（
中
小
受
託
事
業
者
）と
で
は
関
心
事

項
・
リ
ス
ク
認
識
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、

す
べ
て
に
つ
い
て
網
羅
的
に
解
説
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
基
本
的
な
交
渉
上

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
図
表
４
に
お
い

て
整
理
す
る
。

図
表
４
の
他
、
金
型
等
の
代
金
の
支
払

方
法
、
所
有
権
の
帰
属
・
移
転
時
期
、
保

管
費
用
の
負
担
、
廃
棄
・
返
却
の
手
続
等

に
係
る
一
般
的
な
条
項
例
は
、「
型
取
引
の

適
正
化
推
進
協
議
会
報
告
書
」（
２
０
１
９

年
12
月
）の
附
属
資
料
に
記
載
が
あ
る
。

ま
た
、
製
造
委
託
や
共
同
開
発
等
に
お
け

る
秘
密
保
持
契
約
書
、共
同
開
発
契
約
書
、

知
的
財
産
権
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
契
約

書
の
ひ
な
形
や
知
的
財
産
取
引
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
中
小
企
業
庁
、
令
和
８

年
１
月
改
正
）等
が
中
小
企
業
庁
の
Ｗ
Ｅ

Ｂ
サ
イ
ト
⑽
で
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、

あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

⑽　

h
ttps://w

w
w
.ch
u
sh
o.m

eti.go.jp/keiei/
torihiki/chizai_guideline.htm

l　

管
理
体
制
の
構
築（
型
管

理
台
帳
、管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
作
成
）

前
述
の
よ
う
に
、
金
型
等
の
無
償
保
管

を
理
由
と
す
る
取
適
法
に
基
づ
く
勧
告
件

数
は
、
類
例
の
な
い
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
日

本
を
代
表
す
る
よ
う
な
製
造
業
大
手
が

次
々
と
勧
告
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
金
型
等
に
係
る
商
慣
習
が
こ
の
よ
う
な

事
態
が
生
じ
た
問
題
の
根
底
に
あ
る
と
い

え
る
が
、
そ
も
そ
も「
ど
の
金
型
等
が
ど

こ
に
あ
り
、
い
つ
最
後
に
使
わ
れ
た
か
」

を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
金
型
等

る
こ
と
な
ど
は
、
不
正
競
争
防
止
法
上
の

「
不
正
競
争
」に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る

（
不
正
競
争
防
止
法
２
①
四
～
十
）⑼
。
不

正
競
争
防
止
法
の
適
用
が
あ
る
場
合
、
被

害
者
は
差
止
請
求（
同
法
３
）や
損
害
賠
償

請
求（
同
法
４
、５
等
）な
ど
の
民
事
措
置

を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
違
反
者

に
は
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

（
同
法
21
、
22
）。

⑻　

金
型
図
面
や
金
型
加
工
デ
ー
タ
の
意
図
せ
ざ
る
流
出

の
防
止
に
関
す
る
指
針（
経
済
産
業
省
平
成
14
・
06
・
12

製
局
４
号
）

⑼　

前
掲
注
⑻


